
 
 
【機密性１】（取扱制限なし） 

令和７年１１月教育研究評議会（オンライン）議事録 
 

Ⅰ．日 時 令和７年１１月１３日（木） １４時００分～１５時０７分 

 

Ⅱ．出席者：横手学長、中谷、後藤、齋藤、小澤、丸山、岩崎各理事 

竹内、佐藤、羽石、百原、服部、中島、森部、正木、貞広、大鳥、 

藤川、和田、内山、橘、松浦、伊藤、塩田、三木、増島、加藤、 

鈴木、大峰、小林（正）、荒井、赤染、眞鍋（佳）、華岡、本橋、 

山崎、池崎、小林（欣）各評議員（３８名） 

  オブザーバー：大井、山本各監事、北村、米村、眞鍋（一）各部局長、 
潤間、今泉各機構長、三野、富樫、兪、渡辺各センター長 

（欠席者：堀理事、小椋、笹川各評議員） 

 

Ⅲ．前回教育研究評議会議事録について 

原案どおり承認された。  

 

Ⅳ．審議事項 

１．国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行為へ

の対応に関する規程の一部改正について 

 齋藤理事から、国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動

上の不正行為への対応に関する規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、

審議の結果、原案のとおり了承され、引き続き１１月２５日に開催される役員会に

おいて審議することとなった。 

 

２．共創研究所制度について 

 齋藤理事及び山本学長特別補佐から、共創研究所制度について、資料に基づき説

明があり、審議の結果、原案のとおり了承され、引き続き１１月２５日に開催され

る役員会において審議することとなった。 

 

Ⅴ．報告事項  

１．令和７年秋の叙勲について 

横手学長から、令和７年秋の叙勲について、資料に基づき報告があった。 

 

２．令和７年度学部等インセンティブ経費の配分について 

丸山理事から、令和７年度学部等インセンティブ経費の配分について、資料に基

づき報告があり、一部資料を修正のうえ、１１月２５日に開催される役員会におい

て審議することとなった。 

 

３．第１回ＩＡＡＲ飛翔シンポジウムについて 

齋藤理事から、第１回ＩＡＡＲ飛翔シンポジウムについて、資料に基づき案内が

あった。 

 

４．低温室および低温寒剤（窒息性のあるドライアイス、（ＣＯ₂）液体窒素および液体

ヘリウム）の適切な取扱いについて 

齋藤理事から、低温室および低温寒剤（窒息性のあるドライアイス、（ＣＯ₂）液

体窒素および液体ヘリウム）の適切な取扱いについて、資料に基づき報告があっ

た。 

 



  

 

５．令和８年度大学入学共通テスト千葉大学実施要項について 

佐藤副学長から、令和８年度大学入学共通テスト千葉大学実施要項について、資

料に基づき報告があった。 

 

６．令和８年度千葉大学個別学力検査等実施要項について 

佐藤副学長から、令和８年度千葉大学個別学力検査等実施要項について、資料に

基づき報告があった。 

 

７．令和８年度大学入学共通テスト千葉大学試験場別志願者分担数について 

   佐藤副学長から、令和８年度大学入学共通テスト千葉大学試験場別志願者分担数

について、資料に基づき報告があった。 

 

 ８．入試に関する注意喚起について 

   佐藤副学長から、入試に関する注意喚起について、資料に基づき報告があった。 

 

 ９．教育・研究スペースの有効活用に関する制度について 

   中谷理事から、教育・研究スペースの有効活用に関する制度について、資料に基

づき報告があった。 

 

 10．文部科学省Ｊ－ＰＥＡＫＳ教職員・研究者の研究環境・職場に関する調査について 

   山本学長特別補佐から、文部科学省Ｊ－ＰＥＡＫＳ教職員・研究者の研究環境・

職場に関する調査について、資料に基づき報告があった。 

 

 11．その他 

  ①国立大学法人等改革基本方針について 

    丸山理事から、国立大学法人等改革基本方針について、資料に基づき報告があっ

た。 

 

 

 

 

以上 
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